
  

第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(1)  生活衛生行政の概要

生活衛生行政は,衣食住をはじめとする人間の生活環境の衛生水準の向上,換言すれば,「ヒト」をとりまく
「モノ」に注目し,公衆衛生上の見地から種々の規制,監視,指導等を行うものである。近年,国民生活の向
上に伴い,国民の生活環境に対するニーズはより健康で快適なものへと高度化,多様化してきており,それら
を踏まえ,様々な施策を推進している。
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第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(2)  食品衛生行政の概要

第Ⅳ-1-1図 原因施設別事件数

第Ⅳ-1-2図 原因施設別患者数

第Ⅳ-1-3図 原因食品別事件数
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第Ⅳ-1-4図 病因物質別事件数

第Ⅳ-1-5表 食中毒の発生状況の推移

食品衛生行政の概要
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第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(3)  墓地,埋葬等に関する法律に基づく行政のしくみ

墓地,埋葬等に関する法律に基づく行政のしくみ
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第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(4)  家庭用品の安全性確保

上着,下着,くつ下等の繊維製品,洗浄剤,エアゾール製品などの家庭用品に含まれる化学物質による健康被
害を防止するため「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき,有害物質を指定し,さら
に有害物質を含有する家庭用品についてその含有量等の規制基準を設定し,家庭用品の安全性の確保を
図っている。

家庭用品の安全性確保
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(5)  化学物質による環境汚染の防止

化学物質による環境汚染を防止するため,「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき,新
規化学物質及び既に製造,輸入されている化学物質(既存化学物質)の分解性(環境中で微生物等により分解
されやすいかどうか),蓄積性(魚介類の体内において蓄積されやすいかどうか),長期毒性(継続的に摂取さ
れる場合に,人の健康を損なうおそれがあるかどうか)について審査・判定を行い,必要に応じ,製造,輸入,使
用等の規制を行っている。

化学物質による環境汚染の防止
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(6)  建築物における環境衛生の確保

建築物の衛生面における維持管理対策は,昭和45年4月に制定された「建築物における衛生的環境の確保
に関する法律」に基づいて行われている。

建築物における環境衛生の確保
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(7)  環境衛生関係営業

理・美容業,クリーニング業,旅館業,飲食店営業等の環境衛生関係営業における衛生水準を確保するため,
各個別法令により衛生確保のための措置基準等を定めるとともに,営業の許可,立入検査等を行っており,特
に,理・美容業,クリーニング業については,免許資格制度を設けている。また,全国環境衛生営業指導セン
ター及び都道府県環境衛生営業指導センターを通じて,衛生施設の改善向上,経営の健全化及び消費者の苦
情に関する指導を行っている。

環境衛生関係営業
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
1  生活衛生
(8)  環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫は,公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある飲食店等の環境衛生関係の
営業について,衛生水準を高め,及び近代化を促進するための資金について融資するために昭和42年9月に
設立された。これまでの貸付総額は3兆3,415億円(昭和63年度末現在累計)。

環境衛生金融公庫
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第2編  
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
2  水道・廃棄物
(1)  水道行政の概要

安全な水道水の安定した供給を確保するため,その水質や施設についての基準,水道事業の経営や管理につ
いての規則などが水道法に定められている。

水道行政の概要

第Ⅳ-2-1図 水道水源の種類
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第Ⅳ-2-2図 水道の水量の経年変化

第Ⅳ-2-3図 給水人口と普及率の推移
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
2  水道・廃棄物
(2)  高普及時代の水道行政

高普及時代を迎えた水道行政の今後の目標及び基本方策は次のとおりである。

水道の目標と基本方策

1) 安定した木遣供給（ライフライン）の確保

・需要に応じた供給の確保

・渇水，地震対策

2) 安心して飲める水の供給

・給水用具対策

・簡易専用水道の管理徹底

3)おいしい水の供給

・湖沼等の富栄養化防止

・高度処理施設の導入

4)水道料金格差の是正

5)その他

・海外技術協力

・調査研究

第Ⅳ-2-4表 1か月平均の消費支出額に対する水道料金の割合
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廃棄物の種類とその処理責任
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
2  水道・廃棄物
(3)  廃棄物処理の概要

廃棄物の第一次的な処理責任は,一般廃棄物については市町村に,産業廃棄物については事業者にある。

第Ⅳ-2-5表 ごみ処理の推移

第Ⅳ-2-6表 し尿処理の推移
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産業廃棄物の処理状況(昭和60年度,万t/年)と産業廃棄物処理施設の設置状況(昭和63年4月1日現在)
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
2  水道・廃棄物
(4)  廃棄物処理施設整備計画

廃棄物処理施設の緊急かつ計画的な整備を引き続き行うため,廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき,第
6次廃棄物処理施設整備計画が策定された。

第6次廃棄物処理施設整備計画

〔昭和61年11月28日閣議決定〕

1)  事業の実施の目標

廃棄物の衛生処理を確保するため,廃棄物の資源化,減量化及び広域的な処理を推進するとともに,環境の保
全に配慮しつつ,適切な処理施設,最終処分場等の整備を促進するものとする。

事業の実施の目標

2)  事業の量

昭和61年度から平成2年度までに実施すべき廃棄物処理施設の投資規模を次のとおり予定する。

総額 1兆9，100億円

一般廃棄物処理施設 1兆4，290億円

産業廃棄物処理施設 1,010億円

調整費 3，800億円

厚生白書（平成元年版）
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
2  水道・廃棄物
(5)  廃棄物の広域処理

大都市圏における最終処分場の確保難に対処するため、複数の地方公共団体が共同で最終処分場を海面
に整備する計画(フェニックス計画)が進められている。

廃棄物の広域処理

大阪河フェニックス計画における受入対象区域

厚生白書（平成元年版）
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第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  生活環境
2  水道・廃棄物
(6)  合併処理浄化槽設置整備事業、

し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽は,比較的安価かつ簡単に設置できる上,放流水の水質
もよいことから,生活排水対策を推進する上で有効な手段であるので,昭和62年度より合併処理浄化槽に対
する国庫補助制度(合併処理浄化槽設置整備事業)を創設し,その普及を図っているところである。この事
業は,合併処理浄化槽及び変則合併処理浄化槽の普及並びに既設の合併処理浄化槽の改築を対象としてお
り,これらを通じて,生活排水対策の推進を図っているところである。

補助金交付の流れ
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